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＜『活力朝礼コンテスト』に感動！＞ 

みなさんの会社では朝礼を行っていますか。一般的に朝礼

には３つの効果があります。“①仕事に対する気持ちのスイッ

チをオンにする”、“②１つのチームであるという意識を合わせ

る”、“③情報の共有”です。 

先日、静岡県倫理法人会の主催する『第２回活力朝礼コンテスト』が

開催され、私も審査員として参加させていただきました。県内より５つの

企業がエントリーし、見学者と合わせて２００名以上の方が参加。各企業

は自社の朝礼の姿を披露し、「連帯感」「活気」「姿勢」「笑顔」などの７つ

の項目で競い合います。『活力朝礼』とあるように、参加された企業の社

員さんたちは、「経営理念の唱和」「挨拶練習」など元気で一体感のある

朝礼を披露され、見る人に感動を与えてくれました。 

経営において社員を一つにまとめ、ベクトルを合わせていくことは非

常に大切です。参加された企業のチーム力、そして経営者のリーダー

シップにはとても感心させられました。是非皆さんも経営に朝礼を活用

してみてください。                     （代表 山田義之） 

 

「危険な空き家」への対策法をご存知ですか  

倒壊等のおそれがある“危険な空き家”を取り締まる

「空家対策特別措置法（空家対策法）」が、昨年（平成２６年）１１月１９日

成立し、今年の２月２６日に一部施行されました。ご存知でしたか？ 

平成２５年の総務省統計で、空き家は全国で約８２０万戸、総住宅数

に占める割合は１３．５％あり、５年ごとの調査では過去最高だそうで

すが、今後も増加傾向が予想されています。 

適切に管理されていない空き家は、火災の発生や建物の倒壊など

多くの問題を発生させる可能性があります。 

空家対策法では、この近隣に危険や迷惑を及ぼす可能性のある空

き家を「特定空家」と規定し、自治体が立ち入り調査や解体の指導・命

令、行政代執行を行うことを認め、自治体の権限を強化しています。 

これまでも自治体が個別で対策をとっていたのですが、所有者不明

のケースが多いなど、十分な結果にいたっていませんでした。 

今回の一部施行では、空き家の持ち主を特定するために、自治体が

固定資産税の納税情報を利用することが可能になり、５月には、特に

危険な「特定空家」に対して、撤去及び修繕の勧告、強制撤去ができる

ようになる予定です。 

 加えて『「特定空家」として勧告』を受けた場合に、税の優遇措置の対

象から外されることになります。（平成２７年税制改正） 

 現行の固定資産税は、住宅の敷地であれば６分の１などに減額され

ています。（上ものが空き家であっても適用可能）このため所有している空き

家が老朽化しても、更地にすると税負担が重くなるということで放置さ

れているケースも多いそうです。税の優遇措置を外すことによって、放

置されて危険な空き家を減らして環境改善を図り、ひいては住宅や土

地の活用を促進させることのようです。 

実際には、相続で家を受け継いだものの建築基準法に合致しないた

め同程度の家が建てられない、売却するとマイナスになる等々、処分

しづらいために放置されている例も多いと思われます。 

所有者はもとより、地域・自治体で、空き家にしない方法を考えていく

ことが必要な時代になったということでしょう。      （岡本たき子） 

中小企業・小規模事業者の資金面を応援します！ 

「新しい事業を考えていて、そのための機械設備を購入したい」、「店

舗の一部を改装して新しいお客さんを呼び込みたい」といった、前向き

な投資をお考えの経営者の方々に朗報です！資金面の不安から、「あ

と一歩を踏み出せないでいる」という経営者の方を応援する“補助金”

を２つご紹介致します。 

①ものづくり・商業・サービス革新補助金  

新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、

新しい販売方法の導入など、中小企業・小規模事業者

が事業革新に取り組む費用の２／３を補助します。 

②小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となっ

て販路開拓に取り組む費用（チラシ作成費用や商談

会参加のための運賃など）の２／３を補助します。 

いずれの補助金も発注・契約・支出は交付決定後となります。 

締切が迫っておりますので、お早めにご検討ください。ヤマダ会計は、

これら補助金だけでなく資金繰り検討や経営計画作成でも積極的に応

援致しますのでお気軽にご相談ください。 

（中小企業診断士 馬淵裕一） 

 

補助対象と 

上限額 （全体

の２／３） 

① 新しいサービス、新商品、試作品の開発  

→ １，０００万円（設備投資無しは７００万円） 

② 複数事業者が共同で取組む設備投資等  

→ 共同体で５，０００万円（５００万円／社）  

申請締切  ２０１５年５月８日（金）  

交付決定  ２０１５年７月末予定  

主な経費対象  
機械装置費、原材料費、直接人件費、外注費、 

クラウド利用費等  

補助対象と 

上限額 （全体

の２／３） 

① 小規模事業者による販路開拓  

→ ５０万円  

② 雇用対策・買い物弱者対策への取組み  

→ １００万円  

③ 複数事業者が共同で行う取組み 

→ ５００万円  

申請締切  
一次：２０１５年３月２７日（金） 終了  

二次：２０１５年５月２７日（水）  

交付決定  
一次：２０１５年４月３０日（木）  

二次：２０１５年６月３０日（火）  

主な経費対象  

機械装置費、広報費（チラシ他）、旅費、展示会  

出展費、開発費（商品パッケージ他）、外注費  

（店舗改装他）等  

会社が払う税金って何があるの？ 
         ～ いまさら聞けない税金の種類 ～ 

日 時 ： ４月２２日（水）１８：３０～ 

講 師 ： 税理士 山田義之  

参加費 ： ５００円 

場 所 ： 浜松労政会館（浜松商工会議所 ７階） 

※お問い合わせ・お申し込みは 電話：０５３－４４８－５５０５ 担当：田中 

４月の経営者「基礎」講座  


